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１．市街化調整区域地区計画ガイドブックの趣旨 

（１）ガイドブック策定の趣旨 

本市では、近年の気候変動、人口減少・超高齢社会の進行等に伴う、市街化調整区域

における既存集落等の空き家の増加や、地域コミュニティの衰退、耕作放棄地の増加等

の諸問題が顕在化している状況から、地域コミュニティの維持、既存ストックを活用し

た地域活力の向上を図英、地域の実情に即したまちづくりを支援するため、2019（平成

31）年３月に「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」を策定しました。 

あわせて、まちづくりや都市計画に対する住民の関心を高め、主体的かつ積極的な住

民参加の促進のため、都市計画法第 21条の２に基づき、「郡山市都市計画提案制度の手

続きに関する要綱」を施行しています。 

このような中、本指針に基づき、今までに都市計画決定した地区計画の事例紹介や、

各種提出書類の記入例等をガイドブックにまとめ、きめ細やかな支援及び制度の周知を

図ることを目的としています。 

 

（２）郡山市市街化調整区域地区計画運用指針の改定履歴 

 ■郡山市市街化調整区域地区計画運用指針 

  ①2019（平成 31）年３月策定 

・類型別（コミュニティ維持型、既存ストック有効活用型、立地ポテンシャル活用

型）の適用基準を設定。 

  ②2024（令和６）年４月改定 

・立地ポテンシャル活用型の対象地区の条件に、整備が完了した都市計画道路等、

市が指定する路線を追加、建築物等の用途の制限で、物流施設に「危険物の処理

及び環境の悪化を招く恐れがあるものを除く」を追記、地域振興に資する施設を

追加。 

③2024（令和６）年８月改定 

・コミュニティ維持型の対象地区の条件で、「改正前（2006（平成 18）年改正）の都

市計画法第 34条第 10号イに該当して許可を受けた土地の区域（いわゆる「大規

模開発区域」）内に立地する建築物は含まない。」を削除。 

・立地ポテンシャル活用型の対象地区の条件で、「インターチェンジ出入口からの距

離が２ｋｍの範囲に含まれ、かつ、国道、県道又は市が指定する市道に接する区

域であること」を削除。 

   

 ■旧福島県農業試験場本場跡地周辺地区 

  ①2020（令和２）年３月策定 

  ・本市では、旧福島県農業試験場本場跡地等周辺地区において、「ふくしま医療機器 

開発支援センター」を活用しながら、医療機器関連産業分野を中心とする新たな産 

業の集積拠点形成を目指し、当該地における具体的な機能の考え方を整理した「メ 

ディカルヒルズ郡山基本構想 2.0」を 2019（令和元）年 11月に策定。 

この基本構想の実現に向けて、「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針（福島県農

業試験場本場跡地等周辺地区）」を策定。 

 １ 



 
（３）市街化調整区域内の地区計画（2019 年３月以降）  

【立地ポテンシャル活用型】 

・用  途：物流(運送) 

・区域面積：約 2.9ha 

【既存ストック有効活用型】 

・用  途：住宅（85 戸） 

・区域面積：約 2.７ha 

【既存ストック有効活用型】 

・用  途：住宅 
・区域面積：約 1.3ha 

郡山中央 SIC 

郡山東 IC 

郡山南 IC 

郡山 IC 

【立地ポテンシャル活用型】 
・用  途：物流（倉庫等） 
・区域面積：約 2.1a 

①宝沢東(R3 年 6 月 11 日) 

②安積町吉田(令和 5年 8月 29日) 

 

【立地ポテンシャル活用型】 

・用  途：物流等 

・区域面積：約 15.3ha(最終変更) 
      約 13.7ha(当初決定) 

⑦大槻町中ノ平 

R7 年 3 月 21 日（最終変更） 

R6 年 3 月 22 日（当初決定） 

⑤三穂田町川田二丁目(R4年1月26日) 

⑥三穂田町川田一丁目(R5 年 8 月 29 日) 

 

【既存ストック有効活用型】 

・用  途：住宅 
・区域面積：約 5.2ha 

③喜久田町金久保(R6 年 8 月 28 日) 

【既存ストック有効活用型】 

・用  途：住宅 

・区域面積：約 0.6ha 

④安積町明見前(R7 年 2 月 14 日) 

類型 件数

　 合計 7件

【都市計画決定済】

(1)コミュニティ

　 維持型
0件

(2)既存ストック

　 有効活用型
4件

(3)立地ポテンシャル

　 活用型
3件

２ 



 

２.市街化調整区域地区計画運用指針に基づく地区計画について 

（１）類型別の適用基準 

①コミュニティ維持型（既存集落型） 

   主として地域コミュニティの維持の観点から、地域住民の居住の用に供する目的で行われ

る、あるいは新規住民の導入及び定着を図る目的で行われる計画であり、原則として地区の総

意による提案で運用を図るもの。 

 ●対象地区の条件・地区整備計画の基準 

対象地区の条件 下記の全てを満たす区域であること。 

 ア 敷地間の距離が 50ｍ以内である建築物がおおむね 200 以

上連たんしている一団の集落内並びにそれに隣接する区

域であること。なお、ここでいう「建築物」には、住宅以

外のものも含むが、車庫・物置等の附属建築物は含まな

い。ただし、山や河川、がけ地等の地形地物により分断さ

れ、集落と一体的な日常生活圏を構成していない区域は

除く。 

 イ 既存ストック有効活用型（市街化区域隣接・拠点活用型）

の対象地区でないこと。 

ただし、既存集落の全部を地区計画区域とすることを要しな

い。 

区域規模 概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区域  

ただし、既存集落の全区域までは可能とする。 

地区施設等に

関する事項 

道路 必要に応じ開発許可基準等に準じ適切に定める。 

公園、緑地、広場、  

その他の公共空地 

地域にゆかりのある貴重な森・林等の緑地は保全し、開発許可
基準等に準じ適切に定める。 

建
築
物
等
の
制
限 

 
 

 
 

 
 

 

用途の制限 下記に示す範囲内の建築物に限る。 

 ア 第二種低層住居専用地域に建築できる建築物 

ただし、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く 

容積率の最高限度 200％以下                   

建ぺい率の最高限度 60％以下                      

敷地面積の最低限度 200 ㎡以上     

ただし、既存の建築物の敷地については、土地の区画形質等の

形状を変更しない場合は適用しない。 

建築物等の高さの最高限度 10ｍ以下                  

壁面の位置の制限 １ｍ以上                        

壁面後退区域における工作物の

設置の制限  

地域の実情や目標に応じて定める。 

建築物の緑化率の最低限度  

建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限 

 

垣又はさくの構造の制限  

 

  

３ 



 

必要に応じ開発許可基準等に準じる 

必要に応じ開発許可基準等に準じる 

保安林 

●対象地区のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

容積率＝（ｂ＋ｃ）／Ａ×100≦200％ 
 
建ぺい率＝ｂ／Ａ×100≦60％ 

Ａ：敷地面積≧200㎡ 

ｂ 

ｃ 

建築物等の 
高さ 10ｍ以下 

壁面の位置 
１ｍ以上 

区域規模 
概ね 0.5ha以上 5ha 未満 

公園等 

既存集落 

既存集落 

既存集落 

保安林 

４ 



 

②既存ストック有効活用型（市街化区域隣接・拠点活用型） 

主として公共公益施設等（鉄道駅・小学校・中学校・行政センター）、既存ストックの有効活用

の観点から、地域住民の居住の用に供する目的で行われる、あるいは新規住民の導入及び定着を

図る目的で行われる計画であり、原則として地区の総意による提案で運用を図るもの。 

 ●対象地区の条件・地区整備計画の基準 

対象地区の条件 下記の全てを満たす区域であること。 

 ア 市街化区域からの距離が 1ｋｍの範囲に含まれること。た

だし、1ｋｍの範囲に含まれるものの、山や河川、がけ地

等の地形地物により分断され、市街化区域と一体的な日

常生活圏を構成していない区域は除く。なお、工業専用地

域や流通業務地区に隣接する区域は対象外とする。 

 イ 鉄道駅・小学校・中学校・行政センターいずれかからの距

離が１ｋｍの範囲に含まれること。 

 ウ 市街化区域、改正前（2006（平成 18）年改正）の都市計画

法第 34 条第 10 号イに該当して許可を受けた土地の区域

（いわゆる「大規模開発区域」）、または既に市街化調整区

域の地区計画として都市計画決定した区域に隣接してい

ること。 

区域規模 概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区域  

地区施設等に

関する事項 

道路 必要に応じ開発許可基準等に準じ適切に定める。 

公園、緑地、広場、  

その他の公共空地 

地域にゆかりのある貴重な森・林等の緑地は保全し、開発許可

基準等に準じ適切に定める。 

建
築
物
等
の
制
限 

 
 

 
 

 
 

 

用途の制限 下記に示す範囲内の建築物に限る。 

 ア 第一種低層住居専用地域に建築できる建築物 

ただし、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く 

容積率の最高限度 60％以下                    

建ぺい率の最高限度 40％以下                   

敷地面積の最低限度 200 ㎡以上                   

ただし、既存の建築物の敷地については、土地の区画形質等の

形状を変更しない場合は適用しない。 

建築物等の高さの最高限度 10ｍ以下                    

壁面の位置の制限 １ｍ以上                     

壁面後退区域における工作物の

設置の制限  

地域の実情や目標に応じて定める。 

建築物の緑化率の最低限度  

建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限 
 

垣又はさくの構造の制限  

 

 

 

 

５ 



 

市街化区域

駅

小学校・中学校・
行政センター

市街化調整区域

I.C

既存ｽ ﾄ ｯ ｸ 有効活用型

既存ｽ ﾄ ｯ ｸ 有効活用型

●対象地区のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容積率＝（ｂ＋ｃ）／Ａ×100≦60％ 
 
建ぺい率＝ｂ／Ａ×100≦40％ 

Ａ：敷地面積≧200㎡ 

ｂ 

ｃ 

建築物等の 
高さ 10ｍ以下 

壁面の位置 
１ｍ以上 

市街化区域 

公園等 

区域規模 
概ね 0.5ha以上 5ha 未満 

農用地 
農用地 

保安林 

駅・小学校・中学校 

行政センターのいずれかから 

必要に応じ開発許可基準等に準じる 

必要に応じ開発許可基準等に準じる 

６ 



 

③立地ポテンシャル活用型（産業振興型） 

主として地域の産業振興を図る目的で、インターチェンジ周辺幹線道路等の沿道を有効活用す

るものや、福島県が定める「県中都市計画区域マスタープラン」及び市が定める「郡山市都市計

画マスタープラン」等の土地利用方針に位置付けられ、若しくは検討することとされている区域

で、事業者等による提案で計画の運用を図るもの。 

 ●対象地区の条件・地区整備計画の基準 

対象地区の条件 下記のいずれかを満たす区域であること。 

ア 都市計画決定され、かつ、決定された幅員で整備が完了した

都市計画道路等、市が指定する道路（※）に接する区域。 

 イ 福島県が定める「県中都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針（県中都市計画区域マスタープラン）」及び市が定める

「郡山市都市計画マスタープラン」等の上位計画に、産業振

興に資する土地利用方針が定められている若しくは検討す

ることとされている区域。 

（※）市が指定する道路：別図に示す  

区域規模 概ね 2ha 以上 20ha 未満の概ね整形の土地の区域   

地区施設等に関

する事項 

道路 必要に応じ開発許可基準等に準じ適切に定める。 

公園、緑地、広場、  

その他の公共空地 

地域にゆかりのある貴重な森・林等の緑地は保全し、開発許可基

準等に準じ適切に定める。 

建
築
物
等
の
制
限 

 
 

 
 

 
 

 

用途の制限 下記に示す範囲内の建築物に限る。  

ア 工場（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れがあるものを

除く） 

イ 研究開発施設（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れがあ

るものを除く） 

ウ 物流施設（危険物の保管及び環境の悪化を招く恐れがあるも

のを除く） 

エ 地域振興に資する施設 

ただし、ア・イ・ウ・エの利便性を高めるためのもので、第一種

中高層住居専用地域に建築できる建築物はこの限りではない。 

容積率の最高限度 150％以下               

建ぺい率の最高限度 60％以下  

敷地面積の最低限度 500 ㎡以上  

建築物等の高さの最高限度 20ｍ以下 

（用途の制限中、ただし書きに係る建築物については 12ｍ以下）  

壁面の位置の制限 地域の実情や目標に応じて定める。 

壁面後退区域における工作物の設置の制限  

建築物の緑化率の最低限度  

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限  

垣又はさくの構造の制限  

 

  

７ 



 

Ａ：敷地面積≧500 ㎡ 

ｂ 

ｃ 
建築物等の高さ 

 用途 ア・イ・ウ⇒20ｍ以下 

（用途の制限中、※に係る 

建築物については 12ｍ以下） 

 

容積率＝（ｂ＋ｃ）／Ａ×100≦150％ 
 
建ぺい率＝ｂ／Ａ×100≦60％ 

●対象地区のイメージ図 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域市街化調整区域

都市計画マスタープラン等
の上位計画によって産業振
興に資する土地利用方針が
定められている区域

駅

高速道路

I.C

立地ﾎ ゚ ﾃ ﾝ ｼ ｬ ﾙ 活用型

立地ﾎ ゚ ﾃ ﾝ ｼ ｬ ﾙ 活用型

立地ﾎ ゚ ﾃ ﾝ ｼ ｬ ﾙ 活用型

市街化調整区域 

市が指定する道路 

Ｉ．Ｃ 

市街化調整区域 

ア.整備が完了した都市計画
道路等で市が指定する道
路に接する区域 

イ.都市計画マスタープラン
等の上位計画によって産
業振興に資する土地利用
が定められている区域 

 

農用地 

農用地 

保安林 

保安林 

保安林 

区域規模 
概ね 2ha以上 20ha 未満 

高速道路 

必要に応じ開発許可基準等に準じる 

市が指定する道路 I.C 

８ 



３.市街化調整区域の地区計画作成に関する手順について
（１）都市計画決定のフロー

計画提案者 郡山市 郡山市都市計画審議会

相談書の提出 ・事前相談（素案内容、手続き等を説明）

・（必要と認めるとき）

市の関係課の意見聴取、市以外の関係機関協

地権者、周辺住民

提案書類提出 提出書類の受付、要件審査

関係機関事前協議

要件を

満たさ

・不受理通

書類の

不備

通知等受領

補正
期限内補正未完了

期限内補正完了

要件を満たし、

かつ、書類の

受理

市の関係

課の意見

聴取

市以外の

関係機関

との協議

・都市計画決定又は変更の必要性の有無を関係

機関の意見等及びその他必要事項を総合的に判

必要性有り 必要性無し

郡山市都市計画審議会 市の判断の妥当性を審議

妥当性 妥当性結果の通知通知受領

都市計画決定手続き

郡山市都市計画審議会に付議 市の判断及び案を審議

妥当性 妥当性都市計画決定手続き

告示・縦覧

結果の通知通知受領

再検討

所要期間：約６か月程

９



（２） 事前相談チェックリストの事例 

①宝沢東地区計画（既存ストック有効活用型） 

郡山市市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト 

市街化調整区域の地区計画は、以下の基本的な考え方に該当することが必要です。当チェック

リストは、事前相談において、対象区域の条件を確認するものであり、地区計画の内容、合意形

成状況、関係機関との調整等については、別途協議が必要です。 

 

 

 

 

条件 判定 備  考 

「県中都市計画区域マスタープラン」及び「郡山市都市計

画マスタープラン」に示された土地利用方針と整合が図ら

れているか。 

○ 

 

「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議及

び知事同意指針」に沿ったものであるか。 

 

○ 

 

条件 判定 備  考 

① 地区計画の提案は「郡山市都市計画提案制度の手続き

に関する要綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 
○ 

 

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各

種法令や市の施策に適合したものとすること。 
○ 

 

③ 地区計画の内容は、市街化調整区域が「市街化を抑制

すべき区域」であるという都市計画法第 7 条の主旨を

踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に支

障がないものであるとともに、当該地区周辺において

いたずらに開発を誘発することがないよう、その開発

を適切に規制・誘導するものとすること。 

○ 

 

④ 地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系

施設の開発を目的とするものでないこと。 
○ 

・宅地分譲（住宅） 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 

○ 

・一般住宅地区 

・地区集会所 

・道路、公園 

 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整

備を位置づける場合は、都市計画法第33条（開発許可

の基準）及び「郡山市都市計画法に基づく開発許可制

度の手引き」等に定められた開発許可基準を準用する

こと。 

○ 

 

⑦ 地区施設の整備にあたっては、行政による新たな公共

投資を発生させないこと。 ○ 

 

（１）上位計画との整合 

（２）基本事項 

１０ 



 

 

 

 

 

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から市と十分協議

するとともに、原則として計画区域内の土地所有者等

の全員の同意が得られていること。 

なお、ここでいう土地所有者等とは都市計画法第21条

の２第1項に準ずるものとする。 

○ 

 

⑨ 地区計画の区域の境界は、道路、河川その他の地形地

物等、適切なものにより定めること。 

 

○ 

・区域北側、東側、南側は造成後の地形

地物界、その他は筆界である 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部

局と協議・調整を行うこと。 ○ 

・農地が含まれる 

・農転が必要 

条件 判定 備  考 

① 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地

区域」 
○ 

・農用地区域ではない 

② 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる

農地 
○ 

・第二種農地であり、農地転用が見込ま 

れる 

③ 集落地域整備法に規定する「集落地域」 ○ ・集落地域ではない 

④ 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保

安施設地区」「保安施設地区予定地」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑤ 自然公園法に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

 

⑥ 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑦ 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地

域」「緑地環境保全地域」 ○ 

 

左記区域に該当しない 

⑧ 水防法に規定する「洪水浸水想定区域」のうち「家屋

倒壊等氾濫想定区域」 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑨ 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、そ

の他、国、県及び市町村において文化財保護上保全を

必要とする区域 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑩ 都市計画法施行令第29条の９号に掲げる災害の危険性

が高い区域 ○ 

 

左記区域に該当しない 

（３）適用対象区域の制限（次の区域及び地域を含まないこと） 

１１ 



●地区計画運用指針の適用基準との整合 

 

 

 

適用基準 判定 備  考 

以下の全てを満たす区域であること。 

ア 市街化区域からの距離が１ｋｍの範囲に含まれる

こと。ただし、１ｋｍの範囲に含まれるものの、山や河

川、がけ地等の地形地物により分断され、市街化区域と

一体的な日常生活圏を構成していない区域は除く。な

お、工業専用地域や流通業務地区に隣接する区域は対象

外とする。 

○ 

・市街化区域からの距離が 1km の範囲内 

・県道須賀川二本松線等から出入り可能 

・大規模開発区域・市街化区域と一体的な

日常生活圏を構成な土地である。 

 

イ 鉄道駅・小学校・中学校・行政センターいずれかか

らの距離が１ｋｍの範囲に含まれること。 ○ 

 

・市立明健小中学校から半径 1km 範囲内 

ウ 市街化区域、改正前（2006 年）の都市計画法第 34

条第 10 号イに該当して許可を受けた土地の区域また

は、既に市街化調整区域の地区計画として都市計画決定

した区域に隣接していること。 

 

○ 

 

 

・都市計画法第 34 条第 10 号イに該当して

許可を受けた土地に隣接している 

区域規模 

概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区域。 

 

○ 

・約 2.7ha 

・相談区域は、概ね整形の土地である 

用途の制限 

ア 第一種低層住居専用地域に建築できる建築物。 

ただし、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。 

 

○ 

 

 

・宅地分譲（住宅） 

 

・農地転用許可の見込み 

・農用地区域について ○ 

・第二種農地であり、農地転用が 

見込まれる 

・農用地区域ではない 

（２）既存ストック有効活用型（市街化区域隣接・拠点活用型） 

明健小中学校 

600ｍ 

地区計画区域 

１２ 



② 安積町吉田地区計画（既存ストック有効活用型） 

郡山市市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト 

市街化調整区域の地区計画は、以下の基本的な考え方に該当することが必要です。当チェック

リストは、事前相談において、対象区域の条件を確認するものであり、地区計画の内容、合意形

成状況、関係機関との調整等については、別途協議が必要です。 

 

 

 

 

 

条件 判定 備  考 

「県中都市計画区域マスタープラン」及び「郡山市都市計

画マスタープラン」に示された土地利用方針と整合が図ら

れているか。 

○ 

 

「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議及

び知事同意指針」に沿ったものであるか。 

 

○ 

 

条件 判定 備  考 

① 地区計画の提案は「郡山市都市計画提案制度の手続き

に関する要綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 
○ 

 

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各

種法令や市の施策に適合したものとすること。 
○ 

 

③ 地区計画の内容は、市街化調整区域が「市街化を抑制

すべき区域」であるという都市計画法第 7 条の主旨を

踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に支

障がないものであるとともに、当該地区周辺において

いたずらに開発を誘発することがないよう、その開発

を適切に規制・誘導するものとすること。 

○ 

 

④ 地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系

施設の開発を目的とするものでないこと。 
○ 

・宅地分譲（住宅） 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 

○ 

・専用住宅地区 

・道路、公園 

 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整

備を位置づける場合は、都市計画法第33条（開発許可

の基準）及び「郡山市都市計画法に基づく開発許可制

度の手引き」等に定められた開発許可基準を準用する

こと。 

○ 

 

⑦ 地区施設の整備にあたっては、行政による新たな公共

投資を発生させないこと。 ○ 

 

（１）上位計画との整合 

（２）基本事項 

１３ 



 

 

 

 

 

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から市と十分協議

するとともに、原則として計画区域内の土地所有者等

の全員の同意が得られていること。 

なお、ここでいう土地所有者等とは都市計画法第21条

の２第1項に準ずるものとする。 

○ 

 

⑨ 地区計画の区域の境界は、道路、河川その他の地形地

物等、適切なものにより定めること。 

 

○ 

・区域南東は地形地物界、道路隣接部は

道路界、その他は筆界である 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部

局と協議・調整を行うこと。 ○ 

・農地が含まれる 

・第二種農地であり、農地転用可能 

条件 判定 備  考 

① 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地

区域」 
○ 

・農用地区域ではない 

② 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる

農地 
○ 

・第二種農地であり、農地転用が見込ま 

れる 

③ 集落地域整備法に規定する「集落地域」 ○ ・集落地域ではない 

④ 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保

安施設地区」「保安施設地区予定地」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑤ 自然公園法に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

 

⑥ 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑦ 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地

域」「緑地環境保全地域」 ○ 

 

左記区域に該当しない 

⑧ 水防法に規定する「洪水浸水想定区域」のうち「家屋

倒壊等氾濫想定区域」 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑨ 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、そ

の他、国、県及び市町村において文化財保護上保全を

必要とする区域 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑩ 都市計画法施行令第29条の９号に掲げる災害の危険性

が高い区域 ○ 

 

左記区域に該当しない 

（３）適用対象区域の制限（次の区域及び地域を含まないこと） 

１４ 



●地区計画運用指針の適用基準との整合 

 

 

 

適用基準 判定 備  考 

以下の全てを満たす区域であること。 

ア 市街化区域からの距離が１ｋｍの範囲に含まれる

こと。ただし、１ｋｍの範囲に含まれるものの、山や河

川、がけ地等の地形地物により分断され、市街化区域と

一体的な日常生活圏を構成していない区域は除く。な

お、工業専用地域や流通業務地区に隣接する区域は対象

外とする。 

○ 

・市街化区域からの距離が 1km の範囲内 

・市道笹川川田線等から出入り可能 

・市街化区域と一体的な日常生活圏を構成

な土地である。 

・第一種低層住居専用地域に隣接 

イ 鉄道駅・小学校・中学校・行政センターいずれかか

らの距離が１ｋｍの範囲に含まれること。 ○ 

 

・市立安積第三小学校から半径 1km 範囲内 

ウ 市街化区域、改正前（2006 年）の都市計画法第 34

条第 10 号イに該当して許可を受けた土地の区域また

は、既に市街化調整区域の地区計画として都市計画決定

した区域に隣接していること。 

 

○ 

 

 

・市街化区域に隣接している 

区域規模 

概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区域。 

 

○ 

 

・約 1.3ha 

・相談区域は、概ね整形の土地である 

用途の制限 

ア 第一種低層住居専用地域に建築できる建築物。 

ただし、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。 

 

○ 

 

 

宅地分譲（住宅） 

 

・農地転用許可の見込み 

・農用地区域について ○ 

・第二種農地であり、農地転用が 

見込まれる 

・農用地区域ではない 

（２）既存ストック有効活用型（市街化区域隣接・拠点活用型） 

安積第三小学校 

500ｍ 

地区計画区域 

１５ 



③ 喜久田町金久保地区計画（既存ストック有効活用型） 

郡山市市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト 

市街化調整区域の地区計画は、以下の基本的な考え方に該当することが必要です。当チェック

リストは、事前相談において、対象区域の条件を確認するものであり、地区計画の内容、合意形

成状況、関係機関との調整等については、別途協議が必要です。 

 

 

 

 

 

 

条件 判定 備  考 

「県中都市計画区域マスタープラン」及び「郡山市都市計

画マスタープラン」に示された土地利用方針と整合が図ら

れているか。 

○ 

 

「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議及

び知事同意指針」に沿ったものであるか。 

 

○ 

 

条件 判定 備  考 

① 地区計画の提案は「郡山市都市計画提案制度の手続き

に関する要綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 
○ 

 

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各

種法令や市の施策に適合したものとすること。 
○ 

 

③ 地区計画の内容は、市街化調整区域が「市街化を抑制

すべき区域」であるという都市計画法第 7 条の主旨を

踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に支

障がないものであるとともに、当該地区周辺において

いたずらに開発を誘発することがないよう、その開発

を適切に規制・誘導するものとすること。 

○ 

 

④ 地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系

施設の開発を目的とするものでないこと。 
○ 

・宅地分譲（住宅） 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 

○ 

・一般住宅地区 

・道路、公園 

 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整

備を位置づける場合は、都市計画法第33条（開発許可

の基準）及び「郡山市都市計画法に基づく開発許可制

度の手引き」等に定められた開発許可基準を準用する

こと。 

○ 

 

⑦ 地区施設の整備にあたっては、行政による新たな公共

投資を発生させないこと。 ○ 

 

（１）上位計画との整合 

（２）基本事項 

１６ 



 

 

 

 

 

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から市と十分協議

するとともに、原則として計画区域内の土地所有者等

の全員の同意が得られていること。 

なお、ここでいう土地所有者等とは都市計画法第21条

の２第1項に準ずるものとする。 

○ 

 

⑨ 地区計画の区域の境界は、道路、河川その他の地形地

物等、適切なものにより定めること。 

 

○ 

・区域西側は造成後の地形地物界、道路

隣接部は道路界、水路隣接部は水路界、

その他は筆界である 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部

局と協議・調整を行うこと。 ○ 

・農地が含まれる 

・農転が必要 

条件 判定 備  考 

① 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地

区域」 
○ 

・農用地区域ではない 

② 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる

農地 
○ 

・第二種農地であり、農地転用が見込ま 

れる 

③ 集落地域整備法に規定する「集落地域」 ○ ・集落地域ではない 

④ 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保

安施設地区」「保安施設地区予定地」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑤ 自然公園法に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

 

⑥ 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑦ 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地

域」「緑地環境保全地域」 ○ 

 

左記区域に該当しない 

⑧ 水防法に規定する「洪水浸水想定区域」のうち「家屋

倒壊等氾濫想定区域」 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑨ 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、そ

の他、国、県及び市町村において文化財保護上保全を

必要とする区域 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑩ 都市計画法施行令第29条の９号に掲げる災害の危険性

が高い区域 ○ 

 

左記区域に該当しない 

（３）適用対象区域の制限（次の区域及び地域を含まないこと） 

１７ 



●地区計画運用指針の適用基準との整合 

 

 

 

適用基準 判定 備  考 

以下の全てを満たす区域であること。 

ア 市街化区域からの距離が１ｋｍの範囲に含まれる

こと。ただし、１ｋｍの範囲に含まれるものの、山や河

川、がけ地等の地形地物により分断され、市街化区域と

一体的な日常生活圏を構成していない区域は除く。な

お、工業専用地域や流通業務地区に隣接する区域は対象

外とする。 

○ 

・市街化区域からの距離が 1km の範囲内 

・市道杢田堂田線等から出入り可能 

・市街化区域と一体的な日常生活圏を構成

な土地である。 

・第一種住居地域に隣接 

イ 鉄道駅・小学校・中学校・行政センターいずれかか

らの距離が１ｋｍの範囲に含まれること。 ○ 

 

・市立喜久田小学校から半径 1km 範囲内 

ウ 市街化区域、改正前（2006 年）の都市計画法第 34

条第 10 号イに該当して許可を受けた土地の区域また

は、既に市街化調整区域の地区計画として都市計画決定

した区域に隣接していること。 

 

○ 

 

 

・市街化区域に隣接している 

区域規模 

概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区域。 

 

○ 

・約 5.2ha 

・相談区域は、概ね整形の土地である 

用途の制限 

ア 第一種低層住居専用地域に建築できる建築物。 

ただし、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。 

 

○ 

 

 

・宅地分譲（住宅） 

 

・農地転用許可の見込み 

・農用地区域について ○ 

・第二種農地であり、農地転用が 

見込まれる 

・農用地区域ではない 

（２）既存ストック有効活用型（市街化区域隣接・拠点活用型） 

喜久田小学校 

500ｍ 

地区計画区域 

１８ 



④安積町明見前地区計画（既存ストック有効活用型） 

郡山市市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト 

市街化調整区域の地区計画は、以下の基本的な考え方に該当することが必要です。当チェック

リストは、事前相談において、対象区域の条件を確認するものであり、地区計画の内容、合意形

成状況、関係機関との調整等については、別途協議が必要です。 

 

 

 

 

 

 

条件 判定 備  考 

「県中都市計画区域マスタープラン」及び「郡山市都市計

画マスタープラン」に示された土地利用方針と整合が図ら

れているか。 

○ 

 

「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議及

び知事同意指針」に沿ったものであるか。 

 

○ 

 

条件 判定 備  考 

① 地区計画の提案は「郡山市都市計画提案制度の手続き

に関する要綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 
○ 

 

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各

種法令や市の施策に適合したものとすること。 
○ 

 

③ 地区計画の内容は、市街化調整区域が「市街化を抑制

すべき区域」であるという都市計画法第 7 条の主旨を

踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に支

障がないものであるとともに、当該地区周辺において

いたずらに開発を誘発することがないよう、その開発

を適切に規制・誘導するものとすること。 

○ 

 

④ 地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系

施設の開発を目的とするものでないこと。 
○ 

・宅地分譲（住宅） 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 

○ 

・一般住宅地区 

・道路、公園 

 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整

備を位置づける場合は、都市計画法第33条（開発許可

の基準）及び「郡山市都市計画法に基づく開発許可制

度の手引き」等に定められた開発許可基準を準用する

こと。 

○ 

 

⑦ 地区施設の整備にあたっては、行政による新たな公共

投資を発生させないこと。 ○ 

 

（１）上位計画との整合 

（２）基本事項 

１９ 



 

 

 

 

 

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から市と十分協議

するとともに、原則として計画区域内の土地所有者等

の全員の同意が得られていること。 

なお、ここでいう土地所有者等とは都市計画法第21条

の２第1項に準ずるものとする。 

○ 

 

⑨ 地区計画の区域の境界は、道路、河川その他の地形地

物等、適切なものにより定めること。 

 

○ 

・区域西側は造成後の地形地物界、道路

隣接部は道路界、水路隣接部は水路界、

その他は筆界である 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部

局と協議・調整を行うこと。 ○ 

・第二種農地であり、農地転用可能 

条件 判定 備  考 

① 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地

区域」 
○ 

農用地区域ではない 

② 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる

農地 
○ 

・第二種農地であり、農地転用が見込ま 

れる 

③ 集落地域整備法に規定する「集落地域」 ○ 集落地域ではない 

④ 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保

安施設地区」「保安施設地区予定地」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑤ 自然公園法に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

 

⑥ 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 
○ 

左記区域に該当しない 

⑦ 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地

域」「緑地環境保全地域」 ○ 

 

左記区域に該当しない 

⑧ 水防法に規定する「洪水浸水想定区域」のうち「家屋

倒壊等氾濫想定区域」 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑨ 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、そ

の他、国、県及び市町村において文化財保護上保全を

必要とする区域 

 

○ 

 

左記区域に該当しない 

⑩ 都市計画法施行令第29条の９号に掲げる災害の危険性

が高い区域 ○ 

 

左記区域に該当しない 

（３）適用対象区域の制限（次の区域及び地域を含まないこと） 

２０ 



●地区計画運用指針の適用基準との整合 

 

 

 

適用基準 判定 備  考 

以下の全てを満たす区域であること。 

ア 市街化区域からの距離が１ｋｍの範囲に含まれる

こと。ただし、１ｋｍの範囲に含まれるものの、山や河

川、がけ地等の地形地物により分断され、市街化区域と

一体的な日常生活圏を構成していない区域は除く。な

お、工業専用地域や流通業務地区に隣接する区域は対象

外とする。 

○ 

・市街化区域からの距離が 1km の範囲内 

・市道中ノ渡戸荒屋敷線等から出入り可能 

・市街化区域と一体的な日常生活圏を構成

な土地である。 

・第一種低層住居専用地域、第一種住居地

域、準工業地域に隣接 

イ 鉄道駅・小学校・中学校・行政センターいずれかか

らの距離が１ｋｍの範囲に含まれること。 
○ 

 

・市立安積第三小学校から半径 1km 範囲内 

ウ 市街化区域、改正前（2006 年）の都市計画法第 34

条第 10 号イに該当して許可を受けた土地の区域また

は、既に市街化調整区域の地区計画として都市計画決定

した区域に隣接していること。 

 

○ 

 

 

・市街化区域に隣接している 

区域規模 

概ね 0.5ha 以上 5ha 未満の概ね整形の土地の区域。 

 

○ 

 

・約 0.6ha 

・相談区域は、概ね整形の土地である 

用途の制限 

ア 第一種低層住居専用地域に建築できる建築物。 

ただし、長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿を除く。 

 

○ 

 

 

宅地分譲（住宅） 

 

・農地転用許可の見込み 

・農用地区域について ○ 

・第二種農地であり、農地転用が 

見込まれる 

・農用地区域ではない 

（２）既存ストック有効活用型（市街化区域隣接・拠点活用型） 

２１ 



⑤ 三穂田町川田二丁目地区計画（立地ポテンシャル活用型） 

郡山市市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト 

市街化調整区域の地区計画は、以下の基本的な考え方に該当することが必要です。当チェック

リストは、事前相談において、対象区域の条件を確認するものであり、地区計画の内容、合意形

成状況、関係機関との調整等については、別途協議が必要です。 

 

 

 

 

 

 

条件 判定 備  考 

「県中都市計画区域マスタープラン」及び「郡山市都市計

画マスタープラン」に示された土地利用方針と整合が図ら

れているか。 

○  

「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議及

び知事同意指針」に沿ったものであるか。 

 

○  

条件 判定 備  考 

① 地区計画の提案は「郡山市都市計画提案制度の手続き

に関する要綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 
○  

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各

種法令や市の施策に適合したものとすること。 
○  

③ 地区計画の内容は、市街化調整区域が「市街化を抑制

すべき区域」であるという都市計画法第 7 条の主旨を

踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に支

障がないものであるとともに、当該地区周辺において

いたずらに開発を誘発することがないよう、その開発

を適切に規制・誘導するものとすること。 

○  

④ 地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系

施設の開発を目的とするものでないこと。 
○ ・物流施設 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 
○ 

・物流施設地区 

・道路 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整

備を位置づける場合は、都市計画法第33条（開発許可

の基準）及び「郡山市都市計画法に基づく開発許可制

度の手引き」等に定められた開発許可基準を準用する

こと。 

○  

⑦ 地区施設の整備にあたっては、行政による新たな公共

投資を発生させないこと。 ○  

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から市と十分協議

するとともに、原則として計画区域内の土地所有者等
○  

（１）上位計画との整合 

（２）基本事項 

２２ 



 

 

 

 

 

の全員の同意が得られていること。 

なお、ここでいう土地所有者等とは都市計画法第21条

の２第1項に準ずるものとする。 

⑨ 地区計画の区域の境界は、道路、河川その他の地形地

物等、適切なものにより定めること。 

 

○ 
・区域西は河川界、道路隣接部は道路界

その他は筆界である 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部

局と協議・調整を行うこと。 ○ 

・農地が含まれる 

・農用地を含む 

・農転が必要 

条件 判定 備  考 

① 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地

区域」 
○ 

・農用地区域であるが、除外要件を満た

す事業内容であった。 

② 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる

農地 ○ 

・インターチェンジからの距離が 500m

以内であるため、第 3 種農地となり、農

地転用が見込まれる。 

③ 集落地域整備法に規定する「集落地域」 

 
○ ・集落地域ではない 

④ 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保

安施設地区」「保安施設地区予定地」 
○ 左記区域に該当しない 

⑤ 自然公園法に規定する「特別地域」 

 
○ 左記区域に該当しない 

⑥ 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 
○ 左記区域に該当しない 

⑦ 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地

域」「緑地環境保全地域」 ○ 左記区域に該当しない 

⑧ 水防法に規定する「洪水浸水想定区域」のうち「家屋

倒壊等氾濫想定区域」 

 

○ 左記区域に該当しない 

⑨ 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、そ

の他、国、県及び市町村において文化財保護上保全を

必要とする区域 

 

○ 左記区域に該当しない 

⑩ 都市計画法施行令第29条の９号に掲げる災害の危険性

が高い区域 ○ 左記区域に該当しない 

（３）適用対象区域の制限（次の区域及び地域を含まないこと） 

２３ 



●地区計画運用指針の適用基準との整合 

 

 

 

適用基準 判定 備  考 

以下のいずれかを満たす区域であること。 

ア 都市計画決定され、かつ、決定された幅員で整備が

完了した都市計画道路等、市が指定する道路に接する区

域。 

○ 
・県道（郡山長沼線） 

指定道路に接している。 

イ 福島県が定める「県中都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」及び市が定める「郡山市都市計画マスタ

ープラン」等の上位計画に、産業振興に資する土地利用

方針が定められている若しくは検討することとされて

いる区域。 

○  

区域規模 

概ね 2ha 以上 20ha 未満の概ね整形の土地の区域。 
○ 

・面積 約 2.9 ha 

・相談区域は、概ね整形の土地である。 

用途の制限 

ア 工場（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れがあ

るものを除く） 

イ 研究開発施設（危険物の処理及び環境の悪化を招く

恐れがあるものを除く） 

ウ 物流施設（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れ

があるものを除く） 

エ 地域振興に資する施設 

ただし、ア・イ・ウ・エの利便性を高めるもので、第一

種中高層住居専用地域に建築できる建築物はこの限り

ではない。 

○ ・物流施設 

・農地転用許可の見込み 

・農用地区域について 

○ 

・インターチェンジからの距離が 500m 以

内であるため、第 3 種農地となり、農地転

用が見込まれる。 

・農用地区域であるが、除外要件を満たす

事業内容であった。 

（３）立地ポテンシャル活用型（産業振興型） 

地区計画区域 

県道郡山長沼線 

２４ 



 

地区計画区域 

２５ 



⑥ 三穂田町川田一丁目地区計画（立地ポテンシャル活用型） 

郡山市市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト 

市街化調整区域の地区計画は、以下の基本的な考え方に該当することが必要です。当チェック

リストは、事前相談において、対象区域の条件を確認するものであり、地区計画の内容、合意形

成状況、関係機関との調整等については、別途協議が必要です。 

 

 

 

 

 

 

条件 判定 備  考 

「県中都市計画区域マスタープラン」及び「郡山市都市計

画マスタープラン」に示された土地利用方針と整合が図ら

れているか。 

○  

「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議及

び知事同意指針」に沿ったものであるか。 

 

○  

条件 判定 備  考 

① 地区計画の提案は「郡山市都市計画提案制度の手続き

に関する要綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 
○  

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各

種法令や市の施策に適合したものとすること。 
○  

③ 地区計画の内容は、市街化調整区域が「市街化を抑制

すべき区域」であるという都市計画法第 7 条の主旨を

踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に支

障がないものであるとともに、当該地区周辺において

いたずらに開発を誘発することがないよう、その開発

を適切に規制・誘導するものとすること。 

○  

④ 地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系

施設の開発を目的とするものでないこと。 
○ ・物流施設 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 
○ 

・物流施設地区 

・緑地 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整

備を位置づける場合は、都市計画法第33条（開発許可

の基準）及び「郡山市都市計画法に基づく開発許可制

度の手引き」等に定められた開発許可基準を準用する

こと。 

○  

⑦ 地区施設の整備にあたっては、行政による新たな公共

投資を発生させないこと。 ○  

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から市と十分協議

するとともに、原則として計画区域内の土地所有者等
○  

（１）上位計画との整合 

（２）基本事項 

２６ 



 

 

 

 

 

の全員の同意が得られていること。 

なお、ここでいう土地所有者等とは都市計画法第21条

の２第1項に準ずるものとする。 

⑨ 地区計画の区域の境界は、道路、河川その他の地形地

物等、適切なものにより定めること。 

 

○ 
・区域南西は河川界、道路隣接部は道路

界、その他は筆界である 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部

局と協議・調整を行うこと。 ○ 

・農地が含まれる 

・農用地を含む 

・農転が必要 

条件 判定 備  考 

① 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地

区域」 
○ 

・農用地区域であるが、除外要件を満た

す事業内容であった。 

② 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる

農地 ○ 

・インターチェンジからの距離が 500m

以内であるため、第 3 種農地となり、農

地転用が見込まれる。 

③ 集落地域整備法に規定する「集落地域」 

 
○ ・集落地域ではない 

④ 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保

安施設地区」「保安施設地区予定地」 
○ 左記区域に該当しない 

⑤ 自然公園法に規定する「特別地域」 

 
○ 左記区域に該当しない 

⑥ 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 
○ 左記区域に該当しない 

⑦ 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地

域」「緑地環境保全地域」 ○ 左記区域に該当しない 

⑧ 水防法に規定する「洪水浸水想定区域」のうち「家屋

倒壊等氾濫想定区域」 

 

○ 左記区域に該当しない 

⑨ 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、そ

の他、国、県及び市町村において文化財保護上保全を

必要とする区域 

 

○ 左記区域に該当しない 

⑩ 都市計画法施行令第29条の９号に掲げる災害の危険性

が高い区域 ○ 左記区域に該当しない 

（３）適用対象区域の制限（次の区域及び地域を含まないこと） 

２７ 



●地区計画運用指針の適用基準との整合 

 

 

適用基準 判定 備  考 

以下のいずれかを満たす区域であること。 

ア 都市計画決定され、かつ、決定された幅員で整備が

完了した都市計画道路等、市が指定する道路に接する区

域。 

○ 
・県道（郡山長沼線） 

指定道路に接している。 

イ 福島県が定める「県中都市計画区域の整備、開発及

び保全の方針」及び市が定める「郡山市都市計画マスタ

ープラン」等の上位計画に、産業振興に資する土地利用

方針が定められている若しくは検討することとされて

いる区域。 

○  

区域規模 

概ね 2ha 以上 20ha 未満の概ね整形の土地の区域。 
○ 

・面積 約 2.1 ha 

・相談区域は、概ね整形の土地である。 

用途の制限 

ア 工場（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れがあ

るものを除く） 

イ 研究開発施設（危険物の処理及び環境の悪化を招く

恐れがあるものを除く） 

ウ 物流施設（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れ

があるものを除く） 

エ 地域振興に資する施設 

ただし、ア・イ・ウ・エの利便性を高めるもので、第一

種中高層住居専用地域に建築できる建築物はこの限り

ではない。 

○ ・物流施設 

・農地転用許可の見込み 

・農用地区域について 

○ 

・インターチェンジからの距離が 500m 以

内であるため、第 3 種農地となり、農地転

用が見込まれる。 

・農用地区域であるが、除外要件を満たす

事業内容であった。 

（３）立地ポテンシャル活用型（産業振興型） 笹原川 

地区計画区域 

県道郡山長沼線 

２８ 



 

地区計画区域 

２９ 



⑦ 大槻町中ノ平地区計画（立地ポテンシャル活用型） 

郡山市市街化調整区域地区計画の対象条件チェックリスト 

市街化調整区域の地区計画は、以下の基本的な考え方に該当することが必要です。当チェック

リストは、事前相談において、対象区域の条件を確認するものであり、地区計画の内容、合意形

成状況、関係機関との調整等については、別途協議が必要です。 

 

 

 

 

条件 判定 備  考 

「県中都市計画区域マスタープラン」及び「郡山市都市計

画マスタープラン」に示された土地利用方針と整合が図ら

れているか。 

○  

「市街化調整区域における地区計画に関する知事協議及

び知事同意指針」に沿ったものであるか。 

 

○  

条件 判定 備  考 

① 地区計画の提案は「郡山市都市計画提案制度の手続き

に関する要綱」に基づく提案制度を活用し行うこと。 
○  

② 地区計画は、都市計画法、都市計画運用指針などの各

種法令や市の施策に適合したものとすること。 
○  

③ 地区計画の内容は、市街化調整区域が「市街化を抑制

すべき区域」であるという都市計画法第 7 条の主旨を

踏まえ、市街化区域における計画的な市街地整備に支

障がないものであるとともに、当該地区周辺において

いたずらに開発を誘発することがないよう、その開発

を適切に規制・誘導するものとすること。 

○  

④ 地区計画の内容は、大規模集客施設の立地及び商業系

施設の開発を目的とするものでないこと。 
○ ・物流施設、研究開発施設 

⑤ 地区計画には、地区整備計画を定めること。 
○ 

・物流、研究開発等施設地区 

・道路、緑地 

⑥ 地区計画において道路、排水、緑地等の地区施設の整

備を位置づける場合は、都市計画法第33条（開発許可

の基準）及び「郡山市都市計画法に基づく開発許可制

度の手引き」等に定められた開発許可基準を準用する

こと。 

○  

⑦ 地区施設の整備にあたっては、行政による新たな公共

投資を発生させないこと。 ○  

⑧ 地区計画の内容は、素案作成の段階から市と十分協議

するとともに、原則として計画区域内の土地所有者等

の全員の同意が得られていること。 

○  

（１）上位計画との整合 

（２）基本事項 

３０ 



 

 

 

 

 

なお、ここでいう土地所有者等とは都市計画法第21条

の２第1項に準ずるものとする。 

⑨ 地区計画の区域の境界は、道路、河川その他の地形地

物等、適切なものにより定めること。 

 

○ 
・道路隣接部は道路界、その他は筆界で

ある 

⑩ 当該地に農地が含まれる場合にあっては、農林担当部

局と協議・調整を行うこと。 ○ 

・農地が含まれる 

・農用地を含む 

・農転が必要 

条件 判定 備  考 

① 農業振興地域の整備に関する法律に規定する「農用地

区域」 
○ 

・農用地区域であるが、除外が可能な土

地である。 

② 農地法による農地転用が許可されないと見込まれる

農地 ○ 

・インターチェンジからの距離が 500m

以内であるため、第 3 種農地となり、農

地転用が見込まれる。 

③ 集落地域整備法に規定する「集落地域」 

 
○ ・集落地域ではない 

④ 森林法に規定する「保安林」「保安林予定森林」「保

安施設地区」「保安施設地区予定地」 
○ 左記区域に該当しない 

⑤ 自然公園法に規定する「特別地域」 

 
○ 左記区域に該当しない 

⑥ 福島県県立自然公園条例に規定する「特別地域」 
○ 左記区域に該当しない 

⑦ 福島県自然環境保全条例に規定する「自然環境保全地

域」「緑地環境保全地域」 ○ 左記区域に該当しない 

⑧ 水防法に規定する「洪水浸水想定区域」のうち「家屋

倒壊等氾濫想定区域」 

 

○ 左記区域に該当しない 

⑨ 史跡、名勝、天然記念物、建造物等の指定文化財、そ

の他、国、県及び市町村において文化財保護上保全を

必要とする区域 

 

○ 左記区域に該当しない 

⑩ 都市計画法施行令第29条の９号に掲げる災害の危険性

が高い区域 ○ 左記区域に該当しない 

（３）適用対象区域の制限（次の区域及び地域を含まないこと） 

３１ 



●地区計画運用指針の適用基準との整合 

 

 

 

 

適用基準 判定 備  考 

以下のいずれかを満たす区域であること。 

ア 都市計画決定され、かつ、決定された幅員で整備が完了し

た都市計画道路等、市が指定する道路に接する区域。 

○ 

・県道（郡山矢吹線） 

・市道（三穂田熱海線） 

指定道路に接している。 

イ 福島県が定める「県中都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針」及び市が定める「郡山市都市計画マスタープラン」等

の上位計画に、産業振興に資する土地利用方針が定められてい

る若しくは検討することとされている区域。 

○  

区域規模 

概ね 2ha以上 20ha未満の概ね整形の土地の区域。 
○ 

・面積 約 15.3 ha 

・相談区域は、概ね整形の土地である。 

用途の制限 

ア 工場（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れがあるもの

を除く） 

イ 研究開発施設（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れが

あるものを除く） 

ウ 物流施設（危険物の処理及び環境の悪化を招く恐れがある

ものを除く） 

エ 地域振興に資する施設 

ただし、ア・イ・ウ・エの利便性を高めるもので、第一種中高

層住居専用地域に建築できる建築物はこの限りではない。 

○ 

・物流施設 

・研究開発等施設 

・インターチェンジからの距離が 500m以内であ

るため、第 3 種農地となり、農地転用が見込ま

れる。 

・農用地区域であるが、除外要件を満たす事業

内容であった。 

・農地転用許可の見込み 

・農用地区域について 

○ 

・インターチェンジからの距離が 500m以内であ

るため、第 3 種農地となり、農地転用が見込ま

れる。 

・農用地区域であるが、除外要件を満たす事業

内容であった。 

（３）立地ポテンシャル活用型（産業振興型） 

地区計画区域 

県道郡山長沼線 

市
道
三
穂
田
熱
海
線 
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地区計画区域 
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４．参考資料 

（１）郡山市の地区計画について（ウェブサイト） 

●郡山市の地区計画一覧 

 郡山市内で都市計画決定された地区計画の一覧を確認できます。 

URL:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/130/6466.html 

 

●都市計画提案制度について 

 都市計画提案に係る各種書類や記入例等が確認できます。 

 URL:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/130/6498.html 

 

 

（２）都市計画情報提供サービスについて 

●郡山市地理情報システム 

 用途地域、容積率、建ぺい率、防火・準防火地域、都市計画道路等を確認できます。 

 URL:https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/22/1161.html 
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県中都市計画地区計画の決定（郡山市決定）

都市計画宝沢東地区計画を次のように決定する。                     (平成19年7月24日決定)

名　　　　　　　　称 宝沢東地区計画

位　　　　　　　　置 郡山市富久山町八山田字牛ケ池及び福原字惣ケ久保の各一部

面　　　　　　　　積 約２．７ha

地 区 計 画 の 目 標

当地区は、JR郡山駅から北へ約3.5 kmに位置し、周辺には小中学校や病院、
都市公園、農村公園などの公共公益施設が近接する閑静で都市的利便性の高
い地区である。

当地区においては、「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針(2019年3月)」
に基づき（既存ストック有効活用型）、地区周辺にある既存ストックの有効活用及
び周辺環境と調和した合理的な土地利用を図り、ゆとりある良好な居住環境の
形成を目的とする。

区
　
域
　
の
　
整
　
備
　
・
　
開
　
発
　
及
　
び
　
保
　
全
　
の
　
方
　
針

土 地 利 用 の 方 針
一般住宅地区を設定し、周辺の土地利用と調和した戸建て住宅主体の低層住

宅地として、ゆとりある良好な居住環境の形成を図る。併せて、公共公益施設で
ある集会所地区を設定する。

地区施設の整備方針

【道路】
幹線道路(幅員9m)、区画道路(幅員6m)を適切に配置し、整備・維持管理を図

る。

【公園】
　街区公園(1箇所)を配置し、整備・維持管理を図る。

建築物等の整備の方針

周辺の住環境と調和したゆとりある良好な居住環境を形成するため、建築物
の用途制限や敷地の最低面積及び容積率、建ぺい率の最高限度、壁面の後退
距離、壁面後退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限
度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を
定める。

また、地球温暖化や自然環境への配慮のため、敷地内の道路境界線沿いに
は視線を遮ることのないような中高木等による緑化を積極的に行うこととし、適
切に維持管理に努める。

【A地区（一般住宅地区）】
　　兼用住宅(事務所や理髪店・学習塾等の用途を兼ねる住宅)を含む住宅を立
　地可能とし、地区内住民の利便性向上を図る。

【B地区（集会所地区）】
　　地区内住民の住民自治の活性化及び利便に供するため、地区集会所の立
　地を誘導する。

（３）地区計画の事例（計画書、計画図）

①宝沢東地区計画（既存ストック有効活用型）

３４

（３）地区計画の事例（計画書、計画図）
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①宝沢東地区計画（既存ストック有効活用型）
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Ａ地区 Ｂ地区

(一般住宅地区） （集会所地区）

地区の
面積

約１．９ha 約０．１ha

次に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。

１　　住宅

２　　住宅で事務所、店舗その他これら
　　に類する用途を兼ねるもののうち、
　　建築基準法施行令第１３０条の３で
　　定めるもの。

３　　前２項の建築物に付属するもの
　　で、次の各号に掲げるもの
　　（１）　物置で床面積の合計が３０㎡
　　　　以内のもの。
　　（２）　自動車車庫で床面積の合計
　　　　が４５㎡以内のもの。

次に掲げる建築物以外の建築物は、
建築してはならない。

１　　地区集会所

２　　前項の建築物に付属するもので、
　　次の号に掲げるもの
　　（１）　物置で床面積の合計が３０㎡
　　　　以内のもの

６０／１００ ６０／１００

４０／１００

　ただし、街区の角地にある敷地にお
いては、建築基準法第５３条第３項の
規定を適用する。

２００㎡ ２００㎡

地
　
区
　
整
　
備
　
計
　
画

地区施設の配
置及び規模

道　路

幹線道路　幅員９ m　 延長約２８０ m

区画道路　１号　幅員６ m　延長約１８０ m

区画道路　２号　幅員６ m　延長約９０ m

区画道路　３号　幅員６ m　延長約１１０ m

区画道路　４号　幅員６ m（一部６．５ｍ）　延長約２２０ m

公　園 街区公園　1ケ所　面積約０．１ha

建
　
築
　
物
　
等
　
に
　
関
　
す
　
る
　
事
　
項

地区の
区分

地区の
名称

建築物等の用途の制
限ー

建築物の容積率の最
高限度

建築物の建ぺい率の
最高限度

４０/１００

建築物の敷地面積の
最低限度

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱(カーポートを除く)の面から敷地境界線まで
の後退距離は、１m以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が、建築基準
法施行令第１３５条の２２第１号及び第２号のいずれかに該当する場合、並びに
ごみ集積所用地に面する建築物の外壁又はこれに代わる柱についてはこの限
りでない。

壁面後退区域におけ
る工作物の設置の制
限

工作物は、原則として設置してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該
当するものについてはこの限りでない。

１　　電柱等公益上必要であると認められるもの。

２　　敷地境界部の高低差処理のために設けられる擁壁、および「垣又はさくの
　　構造の制限」に適合するもの。

建築物等の高さの最
高限度

建築物　１０ｍ、　工作物　１０ｍ

３５
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【建築物】

地
　
区
　
整
　
備
　
計
　
画

建
　
築
　
物
　
等
　
に
　
関
　
す
　
る
　
事
　
項

建築物等の形態又は
色彩その他の意匠の

制限

１　　屋根、外壁の色彩は原色を避け、落ち着いた色とし、周囲との調和に配慮
　　する。

２　　街並みの連続性を分断するような違和感や圧迫感のある形態及び意匠
　　としない。

【工作物】

１　　工作物は、周囲から違和感や圧迫感のある大きさとしない。

２　　垣またはさくを含む工作物は、周囲の美観・風致を損なう色彩を避ける。

３　　建築設備機器 (ガスボンベ、室外機、給湯器、パワコン、計器類等)を建築
　　物の屋上または屋外に設置する場合は、屋根または外壁と調和する色・形
　　態とする。また、前記設備を屋外の道路側に設置する場合には、植栽等で
　　修景する。

４　　屋外照明(建築物に設置するものを含む)は、過剰な光量が周囲に散乱し
　　ないよう配慮する。

【屋外広告物】

　屋外広告物の表示又は掲出は、できる限り避けること。やむを得ず表示又は
掲出する場合には、次の各号に掲げる事項に適合させることとする。ただし、公
共公益の用に供するものについては、この限りでない。

１　　自己の用に供するものとする。

２　　１基あたりの表示面積の合計は２㎡以下とする。

３　　屋上利用広告板及び屋上利用広告塔は、設置してはならない。ただし、
　　２階建ての建築物で、１階部分の屋根に掲出する屋上利用広告版及び屋
　　上利用広告塔は、この限りでない。

４　　電光可変表示広告物(LEDや液晶画面により常時表示内容を変えること
　　ができる広告物)は、設置してはならない。

５　　周囲の景観を損なわないものとする。

６　　表示又は掲出する高さは、敷地地盤面から１０m以下の位置とする。

垣又はさくの構造の制
限

【道路境界】

１　　見え掛かり幅が１．５m以下で、高さが１．６m以下の門柱を除き、原則とし
　　て垣またはさくを設置してならない。ただし、道路と敷地地盤面の間の高低
　　差処理のための擁壁や法面部で、垣又はさくの設置が安全上必要となる場
　　合はこの限りでない。
　　　なお、この場合の垣又はさくの構造は、生垣または透過性のあるフェンス
　　等によるものとし、宅盤面からの高さは１．５m以下とする。

２　　コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀またはこれに類するものを設置
　　してはならない。但し、敷地地盤面からの高さが０．６m以下で、前号のフェン
　　ス等の基礎としてこれらを使用する場合は、この限りでない。

３　　道路の隅切り部には、門等の出入口を設置してはならない。

【隣地境界】

１　　垣またはさくを設置する場合は、生垣または透過性のあるフェンス等による
　　ものとし、宅盤面からの高さは１．５m以下とする。

２　　コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀またはこれに類するものを設置
　　してはならない。但し、敷地地盤面からの高さが０．６m以下で、フェンス等の
　　基礎としてこれらを使用する場合は、この限りでない。

備考

「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

理　由
　「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づき、地区周辺にある既存ストックの有効活用を図る観点
から、周辺の自然環境を維持しながら、良好な生活・住環境を促進し、計画的な宅地利用への誘導を図るため、
地区計画を本案のとおり決定しようとするものである。 ３６
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名     称 
 

 
 

安積町吉田地区計画 
 

 
 

位     置 
 

 
 

郡山市安積町笹川字吉田の一部 
 

 
 

面     積 
 

 
 

約 1.3 ha 
 

 
 

 
 
 

地区計画の目標 
 

 
 
 
 

 
  本地区は安積永盛駅から西に約２ｋｍ、国道４号あさか野
バイパスからは０．５ｋｍ程のところに位置し、郡山市立安
積第三小学校から約０．５ｋｍと近接し、周辺にはその他中
学校や公民館が近接する閑静で都市的利便性の高い地区であ
る。 
  当地区においては、「郡山市市街化調整区域地区計画運用
指針(2019年3月)」に基づき（既存ストック有効活用型）、地
区周辺にある既存ストックの有効活用及び周辺環境と調和し
た合理的な土地利用を図り、良好で快適な居住環境の形成を
目的とする。 

 
 
区
域
の
整
備 
・ 
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

 
 
土 地 利 用 の 方 針           
 

 
 一般住宅地区を設定し、周辺の土地と調和した戸建て住宅主体
の低層住宅地として、ゆとりある良好な居住環境の形成を図る。
  

 
 
 
地区施設の整備方針           
 
 

 
【道路】 
    区画道路（幅員６ｍ）を適切に配置し、整備・維持管理を 
図る。 

【公園】 
    街区公園（１箇所）を配置し、整備・維持管理を図る。 

 
 
 
建築物等の整備の方針 
 
 
 

 
 周辺の住環境と調和したゆとりある居住環境を形成するため、
建築物の用途制限や建ぺい率、容積率、壁面の後退距離、壁面後
退区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの制限、建
築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の
制限を定める。 
 なお、敷地の最低面積は、２００㎡とする。 

 
地
 
区
 
整
 
備
 
計
 
画 
 

 
 
 
 
地区施設の配
置及び規模 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
道 路 
 
 
 

 
区画道路 幅員 W=6.5m L=約57.9m  
 
区画道路 幅員 W=6.0m L=約197.3m 
 
区画道路 幅員 W=3.0m（道路中心線からの幅員）  
               L=約157.5m 

 
 
公 園 
 
 
 

 
 
街区公園 １箇所 面積約0.03ha 
 
 
 

 
 
 
 
 

県中都市計画地区計画の決定(郡山市決定) 

都市計画安積町吉田地区計画を次のように決定する。 

②安積町吉田地区計画（既存ストック有効活用型）

３８

111017
長方形

111017
テキストボックス
②安積町吉田地区計画（既存ストック有効活用型）

111017
テキストボックス
３９



- 2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地 
 
区 
 
整 
 
備 
 
計 
 
画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建 
 
築 
 
物 
 
等 
 
に 
 
関 
 
す 
 
る 
 
事 
 
項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
地 区 の 名 称         

 
一般住宅地区 

 
地 区 の 面 積         

 
0.9 ha 

 
 
 
 
建築物等の用途の
制限 
 
 
 

 
 次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
 
１ 住宅 
２ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
うち、建築基準法施行令第１３０条の３で定めるもの。 

３ 前２項の建築物に付属するもので、次の各号に掲げるもの。 
 （１） 物置で床面積の合計が３０㎡以内のもの 
 （２） 自動車車庫で床面積の合計が４５㎡以内のもの 

 
建築物の容積率の
最高限度 

 
 

６０／１００ 
 
建築物の建ぺい率
の最高限度 
 

 
４０／１００ 

 ただし、街区の角地にある敷地においては、建築基準法第５３
条第３項の規定を適用する。 

 
建築物の敷地面積
の最低限度 

 
 

２００㎡ 
 
 
 
壁面の位置の制限 
 
 

 
 建築物の外壁又はこれに代わる柱（カーポートを除く）の面か
ら敷地境界線までの後退距離は、１ｍ以上とする。ただし、建築
物又は建築物の部分が、建築基準法施行令第１３５条の２２第１
号及び第２号のいずれかに該当する場合についてはこの限りで
はない。 

 
 
 
壁面後退区域にお
ける工作物の設置
の制限 
 
 

 
 工作物は、原則として設置してはならない。ただし、次の各号
のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。 
 
１ 電柱等公益上必要であると認められるもの 
 
２ 敷地境界部の高低差処理のために設けられる擁壁、および 
 「垣又はさくの構造の制限」に適合するもの 

 
建築物等の高さの
最高限度 

 
 
 建築物 １０ｍ、 工作物 １０ｍ 

 
 
 
 
 
建築物等の形態又
は色彩その他の意
匠の制限 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【建築物】 
１ 屋根、外壁の色彩は原色を避け、落ち着いた色とし、周囲と
の調和に配慮する。 

２ 街並みの連続性を分断するような違和感や圧迫感のある形
 態及び意匠としない。 
 
【工作物】 
１ 工作物は、周囲から違和感や圧迫感のある大きさとしない。 
２ 垣又はさくを含む工作物は、周囲の美観・風致を損なう色彩
を避ける。 

３ 建築設備機器（ガスボンベ、室外機、給湯器、パワコン、計
器類）を建築物の屋上又は屋外に設置する場合は、屋根又は外
壁と調和する色・形態とする。また、前記設備を屋外の道路側
に設置する場合には、植栽等で修景する。 

４ 屋外照明（建築物に設置するものを含む）は、過剰な光量が
周囲に散乱しないよう配慮する。 
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地 
 
区 
 
整 
 
備 
 
計 
 
画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建 
 
築 
 
物 
 
等 
 
に 
 
関 
 
す 
 
る 
 
事 
 
項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
建築物等の形態又
は色彩その他の意
匠の制限 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【屋外広告物】 
 屋外広告物の表示又は掲出は、できる限り避けること。やむを
得ず表示又は掲出する場合には、次の各号に掲げる事項に適合さ
せることとする。ただし、公共公益の用に供するものについては
、この限りでない。 
１ 自己の用に供するものとする。 
２ １基当たりの表示面積は２㎡以下とする。 
３ 屋上利用広告板及び屋上利用広告塔は、設置してはならな 
い。ただし、２階建ての建築物で、１階部分の屋根に掲出する
屋上利用広告板及び屋上利用広告塔は、この限りでない。 

４ 電光可変表示広告物（LEDや液晶画面により常時表示内容を
変えることができる広告物）は、設置してはならない。 

５ 周囲の景観を損なわないものとする。 
６ 表示又は掲出する高さは、敷地地盤面から１０ｍ以下の位置
とする。 

 
 
 
 
 
 
 
 
垣又はさくの構造
の制限 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【道路境界】 
１ 見え掛り幅が、１．５ｍ以下で、高さが１．６ｍ以下の門柱
を除き、原則として垣又はさくを設置してはならない。ただし
道路と敷地地盤面の間の高低差処理のための擁壁や法面部で、
垣又はさくの設置が安全上必要となる場合はこの限りでない。 

   なお、この場合の垣又はさくの構造は、生垣又は透過性のあ
るフェンス等によるものとし、宅盤面からの高さは１．５ｍ以
下とする。 

２ コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀又はこれに類
するものを設置してはならない。ただし、敷地地盤面からの高
さが０．６ｍ以下で、前号のフェンス等の基礎としてこれらを
使用する場合は、この限りでない。 

３ 道路の隅切り部には、門等の出入口を設置してはならない。 
 
【隣地境界】 
１ 垣又はさくを設置する場合は、生垣又は透過性のあるフェン
ス等によるものとし、宅盤面からの高さは１．５ｍ以下とす 
る。                   

２ コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀又はこれに類
するものを設置してはならない。ただし、敷地地盤面からの高
さが０．６ｍ以下で、フェンス等の基礎としてこれらを使用す
る場合は、この限りでない。 

 

 
   「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

理 由 
「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づき、安積町吉田地区周辺にある郡山市立安積 
第三小学校等の既存ストックの有効活用を図る観点から周辺の自然環境を維持しながら、良好な 
生活・住環境を促進し、計画的な住宅利用への誘導を図るため、地区計画を決定しようとするも 
のである。 
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全 図 面 ６ 葉 の ２

計画図

ｓ＝1/2500ｓ＝1/2500

(4号)

(1号、2号)

(3号、5号)

建築物等の用途の制限

　Ｌ＝約157.5ｍ

区画道路　　幅員　Ｗ＝6.5ｍ　Ｌ＝約57.9ｍ

区画道路　　幅員　Ｗ＝3.0ｍ(道路中心線からの幅員)　

凡　             　例

地　区　計　画　区　域

A=約1.3ha

地　区　整　備　計　画　区　域

A=約1.3ha

地区施設（道路）

区画道路　　幅員　Ｗ＝6.0ｍ　Ｌ＝約197.3ｍ

地区施設（公園）

公園（一箇所）　面積A＝0.03ha

一般住宅地区

A＝0.9ha

区画道路1号

区画道路2号

区
画
道
路
3号

区画道路4号 区
画
道
路
5号
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県中都市計画地区計画の決定（郡山市決定） 

 都市計画喜久田町金久保地区計画を次のように決定する。 

 

 

名       称 喜久田町金久保地区計画 

位       置 郡山市喜久田町堀之内字金久保、南椚内、 

上馬面、下小屋、掛上、及び杢田の各一部 

面       積 約５．２ ha 

 

 

 

地区計画の目標 

 当地区は喜久田駅から東側に約０．２㎞に位置し、郡山市立喜久田小学校

から約０．５km、周辺には幼稚園や行政センターが近接する閑静で都市的利

便性の高い地区である。 

 当地区においては、「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づ

き、地区周辺にある既存ストックの有効活用及び周辺環境と調和した合理的

な土地利用を図り、良好で快適な居住環境の形成を目的とする。 

 
区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

 

土 地 利 用 の 方 針 

一般住宅地区を設定し、周辺の土地と調和した戸建て住宅主体の低層住

宅地として、ゆとりある良好な居住環境の形成を図る。 

 

 

 

地区施設の整備方針 

【道路】 

 幹線道路（幅員９～１２ｍ）、区画道路（幅員６ｍ～９ｍ）、歩行者専用道路

（幅員４ｍ）を適切に配置し、整備・維持管理を図る。 

【公園】 

 街区公園（１箇所）を配置し、整備・維持管理を図る。 

 

 

建築物等の整備の方針 

 周辺の住環境と調和したゆとりある居住環境を形成するため、建築物の用

途制限や建ぺい率、容積率、壁面の後退距離、壁面後退区域における工作

物の設置の制限、建築物等の高さの制限、建築物等の形態又は色彩その

他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。 

 
 
地
区
整
備
計
画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区施設の配

置及び規模 

 

 

 

 

 

 

 

道 路 

１号幹線道路  幅員 約９～１２ｍ 延長 Ｌ＝約１４６ｍ 

１号区画道路  幅員 ６ｍ         延長 Ｌ＝約 ５３ｍ 

２号区画道路  幅員 ９ｍ       延長 Ｌ＝約１５２ｍ 

３号区画道路  幅員 約２ｍ（６ｍ） 延長 Ｌ＝約１１７ｍ 

４号区画道路  幅員 ６ｍ   延長 Ｌ＝約１４４ｍ 

５号区画道路  幅員 ６ｍ         延長 Ｌ＝約１９１ｍ 

６号区画道路  幅員 ６ｍ         延長 Ｌ＝約１８３ｍ 

７号区画道路  幅員 ６ｍ         延長 Ｌ＝約 ８７ｍ 

８号区画道路  幅員 ６ｍ         延長 Ｌ＝約 ８２ｍ 

９号区画道路  幅員 ６ｍ   延長 Ｌ＝約１０４ｍ 

１０号区画道路  幅員 ６ｍ  延長 Ｌ＝約１１４ｍ 

１１号区画道路  幅員 ６ｍ  延長 Ｌ＝約 ７２ｍ 

１２号区画道路  幅員 ６ｍ  延長 Ｌ＝約２９８ｍ 

１３号区画道路  幅員 ６ｍ  延長 Ｌ＝約 ８０ｍ 

歩行者専用道路 幅員 ４ｍ        延長 Ｌ＝約 １２ｍ 

※（）は地区外を含めた幅員 

 

 

公 園 

 

 

街区公園   １箇所   面積 約０．２ha 

③喜久田町金久保地区計画（既存ストック有効活用型）
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建
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に
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る
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項 

地 区 の 名 称 一般住宅地区 

地 区 の 面 積 約３．４ ha 

建築物等の用途の

制限 

 

次に揚げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

 

１  住宅 

２  住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、建

築基準法施行令第１３０条の３で定めるもの。 

３  前２項の建築物に付属するもので、次の各号に揚げるもの。 

  （１）  物置で床面積の合計が３０㎡以内のもの 

  （２）  自動車車庫で床面積の合計が４５㎡以内のもの 

 

建築物等の容積率

の最高限度 
６０ ／ １００ 

建築物等の建ぺい

率の最高限度 

４０ ／ １００ 

ただし、街区の角地にある敷地においては、建築基準法第５３条第３項の

規定を適用する。 

建築物等の敷地面

積の最低限度 
２００㎡ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱（カーポートを除く）の面から敷地境界

線までの後退距離は、１ｍ以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分

が、建築基準法施行令第１３５条の２２第１号及び第２号のいずれかに該当

する場合についてはこの限りではない。 

壁面後退区域にお

ける工作物の設置

の制限 

工作物は、原則として設置してはならない。ただし、次の各号のいずれか

に該当するものについてはこの限りではない。 

 

１  電柱等公益上必要であると認められるもの 

２  敷地境界部の高低差処理のために設けられる擁壁、および「垣又はさく

の構造の制限」に適合するもの 

建築物等の高さの

最高限度 
建築物  １０ｍ、   工作物  １０ｍ 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

【建築物】 

１  屋根、外壁の色彩は原色を避け、落ち着いた色とし、周囲との調和に配

慮する。 

２  街並みの連続性を分断するような違和感や圧迫感のある形態及び意

匠としない。 

【工作物】 

１  工作物は、周囲から違和感や圧迫感のある大きさとしない。 

２  垣又はさくを含む工作物は、周囲の美観・風致を損なう色彩を避ける。 

３  建築設備機器（ガスボンベ、室外機、給湯器、パワコン、計器類）を建築

物の屋上又は屋外に設置する場合は、屋根又は外壁と調和する色・形態

とする。また、前記設備を屋外の道路側に設置する場合には、植栽等で修

景する。 

４  屋外照明（建築物に設置するものを含む）は、過剰な光量が周囲に散

乱しないよう配慮する。 
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地
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整

備

計

画 

建

築

物

等

に

関

す

る

事
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建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

【屋外広告物】 

 屋外広告物の表示または掲出は、できる限り避けること。やむを得ず表示又

は掲出する場合には、次の各号に掲げる事項に適合させることとする。ただし、

公共公益の用に供するものについては、この限りではない。 

１  自己の用に供するもの。 

２  1基当たりの表示面積は２㎡以下とする。 

３  屋上利用広告板及び屋上利用広告塔は、設置してはならない。ただし、2

階建ての建築物で、1 階部分の屋根に掲出する屋上利用広告板及び屋上利用

広告塔は、この限りではない。 

４  電光可変表示広告物（LEDや液晶画面により常時表示内容を変えることが

できる広告物）は、設置してはならない。 

５  周囲の景観を損なわないものとする。 

６  表示又は掲出する高さは、敷地地盤面から１０ｍ以下の位置とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

垣又はさくの構

造の制限 

【道路境界】 

１  見え掛り幅が、１．５ｍ以下で、高さが１．６ｍ以下の門柱を除き、原則とし

て垣又はさくを設置してはならない。ただし道路と敷地地盤面の間の高低差

処理のための擁壁や法面部で、垣又はさくの設置が安全上必要となる場合

はこの限りでない。 

   なお、この場合の垣又はさくの構造は、生垣又は透過性のあるフェンス等

によるものとし、宅盤面からの高さは１．５ｍ以下とする。 

２  コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀又はこれに類するものを設置し

てはならない。ただし、敷地地盤面からの高さが０．６ｍ以下で、前号のフェン

ス等の基礎としてこれらを使用する場合は、この限りではない。 

３  道路の隅切り部には、門等の出入口を設置してはならない。 

 

【隣地境界】 

１  垣又はさくを設置する場合は、生垣又は透過性のあるフェンス等によるも

のとし、宅盤面からの高さは１．５ｍ以下とする。 

２  コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀又はこれに類するものを設置し

てはならない。ただし、敷地地盤面からの高さが０．６ｍ以下で、フェンス等の基

礎としてこれらを使用する場合は、この限りではない。 

 

 

「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

理由 

「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づき、喜久田町堀之内字金久保周辺において、喜久田小学

校等の既存ストックの有効活用の観点から、周辺環境と調和した合理的な土地利用を図り、良好で快適な居住

環境の形成を目的として地区計画を決定しようとするものである。 
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画
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画
道
路
(6)
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区
画
道
路
(6)

9号
区画道路(6)

7号
区
画
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路
(6)
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画
道
路
(6)

2号区画道路（9)

1号区画道路(6)

3号
区
画
道
路
(6)

5号区画道路(6)

4号区画道路(6)

市
道
NO.44487 杢

田
堂
田
線

歩行者専用道路(4)

1号
幹
線
道
路
（
9～

12)

地区計画区域

凡　　　例

地区整備計画区域

地区施設（道路）

幹線道路

区画道路

区画道路

幅員W=9.0～12.0m　L=約146m(1号)

幅員W=6.0m　L=約1408m(1,4～13号)

幅員W=9.0m　L=約152m(2号)

幅員約2m(6m)　L=約117m(3号)

※()は地区外を含めた幅員

歩行者専用道路 幅員W=4.0m　L=約12m

面積 A=約5.2ha

面積 A=約5.2ha

地区施設（公園）

街区公園 面積 A=約0.2ha

建築物等の用途の制限

一般住宅地区　面積A=約3.4ha

区画道路

４５
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県中都市計画地区計画の決定(郡山市決定) 

 

都市計画安積町明見前地区計画を次のように決定する。 

 

名 称 安積町明見前地区計画 

 

位 置 郡山市安積町笹川字明見前、滝袋及び荒屋敷の各一部 

 

面 積 約 0.6 ha 

地区計画の目標 

本地区は安積永盛駅から西に約２ｋｍ、国道４号からは約0.5ｋｍ

のところに位置し、安積第三小学校から約１ｋｍと近接し、周辺には

その他中学校や公民館が立地する閑静で都市的利便性の高い地

区である。 

当地区においては、「郡山市市街化調整区域地区計画運用指

針」に基づき、地区周辺にある既存ストックの有効活用及び周辺環

境と調和した合理的な土地利用を図り、良好で快適な居住環境の

形成を目的とする。 

 

区

域

の

整

備 
•

開

発

及

び

保

全

の

方 

針 

土 地 利 用 の 方 針 
一般住宅地区を設定し、周辺の土地と調和した戸建て住宅主体の低層

住宅地として、ゆとりある良好な居住環境の形成を図る。 

地区施設の整備方針 

【道路】 

区画道路を適切に配置し、整備•維持管理を図る。 

 

【公園】 

街区公園（１箇所）を配置し、整備•維持管理を図る。 

建築物等の整備の方針 

周辺の住環境と調和したゆとりある居住環境を形成するため、建築物

の用途制限や建ぺい率、容積率、壁面の後退距離、壁面後退区域にお

ける工作物の設置の制限、建築物等の高さの制限、建築物等の形態又

は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限を定める。 

なお、敷地の最低面積は、200㎡とする。 

地

区

整

備

計

画 

地区施設の配

置及び規模 

道 路 

１号区画道路 幅員 W=6.0m L=約80m 

 

２号区画道路 幅員 W=9.5m L=約40m 

公 園 街区公園 １箇所 面積約0.02ha 

④安積町明見前地区計画（既存ストック有効活用型）
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地 区 の 名 称 一般住宅地区 

地 区 の 面 積 約 0.5 ha 

建築物等の用途の

制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 

 １ 一戸建ての住宅 

２ 前項の建築物で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの

のうち 建築基準法施行令第130条の３で定めるもの。 

３ 前２項の建築物に付属するもので、次の各号に掲げるもの。 

（１） 物置で床面積の合計が30㎡以内のもの 

（２） 自動車車庫で床面積の合計が45㎡以内のもの 

建築物の容積率の

最高限度 
60／100 

建築物の建ぺい率

の最高限度 

40／100 

ただし、街区の角地にある敷地においては、建築基準法第５３条第３

項の規定を適用する。 

建築物の敷地面積

の最低限度 200㎡ 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱（カーポートを除く）の面から敷地境

界線までの後退距離は、１ｍ以上とする。ただし、建築物又は建築物の

部分が、建築基準法施行令第１３５条の２２第１号及び第２号のいずれか

に該当する場合についてはこの限りではない。 

壁面後退区域にお

ける工作物の設置

の制限 

工作物は、原則として設置してはならない。ただし、次の各号のいずれ

かに該当するものについてはこの限りでない。 

１ 電柱等公益上必要であると認められるもの 

２ 敷地境界部の高低差処理のために設けられる擁壁、および 

「垣又はさくの構造の制限」に適合するもの 

建築物等の高さの

最高限度 
建築物 10ｍ 工作物 10ｍ 

建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

【建築物】 

１ 屋根、外壁の色彩は原色を避け、落ち着いた色とし、周囲との調和に

配慮する。 

２ 街並みの連続性を分断するような違和感や圧迫感のある形態及び 

意匠としない。 

【工作物】 

１ 工作物は、周囲から違和感や圧迫感のある大きさとしない。  

２ 垣又はさくを含む工作物は、周囲の美観•風致を損なう色彩を避 

ける。 

３ 建築設備機器（ガスボンベ、室外機、給湯器、パワコン、計器類）を

建築物の屋上又は屋外に設置する場合は、屋根又は外壁と調和す

る色•形態とする。 

４ 屋外照明（建築物に設置するものを含む）は、過剰な光量が周囲に

散乱しないよう配慮する。 
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建築物等の形態又

は色彩その他の意

匠の制限 

【屋外広告物】 

屋外広告物の表示又は掲出は、できる限り避けること。やむを得ず表

示又は掲出する場合には、次の各号に掲げる事項に適合させることとす

る。ただし、公共公益の用に供するものについては、この限りでない。 

１ 自己の用に供するものとする。 

２ １基当たりの表示面積は２㎡以下とする。 

３ 屋上利用広告板及び屋上利用広告塔は、設置してはならない。た

だし、２階建ての建築物で、１階部分の屋根に掲出する屋上利用広

告板及び屋上利用広告塔は、この限りでない。 

４ 電光可変表示広告物（LEDや液晶画面により常時表示内容を変え

ることができる広告物）は、設置してはならない。 

５ 周囲の景観を損なわないものとする。 

６ 表示又は掲出する高さは、敷地地盤面から５ｍ以下の位置とする。 

垣又はさくの構造の

制限 

【道路境界】 

１ 見え掛り幅が、1.5ｍ以下で、高さが1.6ｍ以下の門柱を除き、原則と

して垣又はさくを設置してはならない。ただし、道路と敷地地盤面の間

の高低差処理のための擁壁や法面部で、垣又はさくの設置が安全上

必要となる場合はこの限りでない。 

なお、この場合の垣又はさくの構造は、生垣又は透過性のあるフェ

ンス等によるものとし、宅盤面からの高さは1.5ｍ以下とする。 

２ コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀又はこれに類するものを設

置してはならない。ただし、敷地地盤面からの高さが0.6ｍ以下で、前

号のフェンス等の基礎としてこれらを使用する場合は、この限りでな

い。 

３ 道路の隅切り部には、門等の出入口を設置してはならない。 

【隣地境界】 

１ 垣又はさくを設置する場合は、生垣又は透過性のあるフェンス等によ

るものとし、宅盤面からの高さは1.5m以下とする。 

２ コンクリート塀、石塀、レンガ塀、ブロック塀又はこれに類するものを設

置してはならない。ただし、敷地地盤面からの高さが0.6ｍ以下で、フェ

ンス等の基礎としてこれらを使用する場合は、この限りでない。 

「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づき、安積町笹川字明見前地区周辺において、安

積第三小学校等の既存ストックの有効活用の観点から、周辺環境と調和した合理的な土地利用を図り

良好で快適な居住環境の形成を目的として地区計画を決定しようとするものである。 
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地区の 地区の名称
区分 地区の面積

　「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づき、郡山南ICや主要な幹線道路等の既存ス
トックの有効活用及び地域経済の発展を図る観点から、周辺の自然環境に配慮した流通業務施設
の立地の誘導を図るため、地区計画を本案のとおり決定しようとするものである。

理由

 最高限度

備　　　　　　　　　　考
「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」

 最高限度
 建築物の建ぺい率の

物流施設地区
約2.5ha

建築物等の
用途の制限

県中都市計画地区計画の決定（郡山市決定）

　県中都市計画　三穂田町川田二丁目地区計画を次のように決定する。

３　屋外広告物は周辺の景観に配慮したものとする。

 １　屋根、外壁の色彩は原色を避け、落ち着いた色とし、周
 建築物等の形態 　囲との調和に配慮する。
 又は意匠の制限 ２　工作物は周囲から違和感や圧迫感のある大きさとしない。

 建築物の敷地面積の
500㎡

 最低限度
 建築物等の高さの

地
　
区
　
整
　
備
　
計
　
画

地区施設の整備方針
　幹線道路（幅員12ｍ）、区画道路（幅員9ｍ）を適切に配

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
１　トラックターミナル、その他貨物の積卸しのための施設
２　倉庫、野積場若しくは貯蔵槽（流通業務市街地の整備に

地区施設の配置及び規模
幹線道路　幅員12ｍ　延長約150ｍ
区画道路　幅員9ｍ　 延長約240ｍ

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

60／100

20ｍ

　令第２条２項で定めるものを除く。）又は貯木場

 最高限度

５　前各号の建築物に附属し、用途上不可分のもの
 建築物の容積率の

150／100

建築物等の整備方針

　周辺の自然環境と調和した良好な立地環境を形成するため、
建築物等の用途制限、容積率、建ぺい率の最高限度、敷地面
積の最低限度、高さの最高限度及び形態又は意匠の制限を定
める。

　当地区においては「郡山市市街化調整区域地区計画運用指
針（2019年3月）」に基づき、郡山南IC及び接続する幹線道

３　上屋又は荷さばき場
４　道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業
　又は卸売業の用に供する事務所又は店舗

置し、整備・維持管理を図る。

　関する法律施行令第２条第１項で定める危険物の保管の用
　に供するもので、流通業務市街地の整備に関する法律施行

名　　　　　　　　　称 三穂田町川田二丁目地区計画

位　　　　　　　　　置
郡山市三穂田町川田二丁目、
　　　三穂田町川田字北宿　の各一部

面　　　　　　　　　積 約2.9ha
　当地区は、JR郡山駅から南西へ約7.5km、JR安積永盛駅か
ら西へ約5kmに位置し、高速交通ネットワークの玄関口とな
る郡山南ICの出入口に隣接した、交通の利便性が高い地区で

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

路等の都市基盤ストックを有効活用し、周辺の自然環境と調
和した土地利用を促進するとともに、地域経済の発展に向け
た流通業務機能の集積、促進を図ることを目的とする。

土地利用の方針
　高速交通ネットワーク及び既存の都市基盤ストックをいか
した物資の集散拠点の形成に向け、計画的な地区施設を備え
た流通業務機能の用に供する施設の集積・促進を図る。

地区計画の目標

ある。また、周辺には郡山南流通業務地区が整備されるなど、
物資の集散拠点として整備が進められている。

⑤三穂田町川田二丁目地区計画（立地ポテンシャル活用型）
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区画道路(9)

幹
線

道
路
(
1
2
)

三穂田町川田二丁目地区計画

地区施設(

地区整備計画区域

道

地区計画区域

路)

名　　称

区画道路 幅員 9ｍ, 延長約240ｍ

Ａ=約2.9ha

Ａ=約2.9ha

物流施設地区
Ａ=約2.5ha

色　　別

建築物等の用途等の制限

幹線道路 幅員12ｍ, 延長約150ｍ

５１
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県中都市計画地区計画の決定(郡山市決定) 
 
   都市計画三穂田町川田一丁目地区計画を次のように決定する。 

 
 

名     称 
 

 
 

三穂田町川田一丁目地区計画 
 

 
 

位     置 
 

 
 

郡山市三穂田町川田一丁目の一部 
 

 
 

面     積 
 

 
 

約 2.1 ha 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
方
針 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

地区計画の目標 
 

 
 
 
 
 

 
  本地区は、JR郡山駅から南西へ約7.8km、JR安積永盛駅か
ら西へ約5.2kmに位置し、東北自動車道郡山南インターチェ
ンジの出入口から約180mと交通の利便性が高い地区である
。また、周辺には郡山南流通業務地区が整備されるなど、
物資の集散拠点として整備が進められている。 
 本地区においては、「郡山市市街化調整区域地区計画運
用指針(2019年3月)」に基づき、郡山南インターチェンジ及
び接続する幹線道路等の都市基盤ストックを有効活用し、
周辺の自然環境と調和した土地利用を促進するとともに、
地域経済の発展に向けた流通業務機能の集積、推進を図る
ことを目的とする。 

 
 
土 地 利 用 の 方 針           
 

 
 高速交通ネットワーク及び既存の都市基盤ストックを生かし
た物資の集散拠点の形成に向け、計画的な地区施設を備えた流
通業務機能の用に供する施設の促進を図る。 

 
 
地区施設の整備方針           

 
【緑地】 
    緑地（１箇所）を配置し、整備・維持管理を図る。 

 
 
建築物等の整備の方針 
 
 

 
 周辺の自然環境と調和した良好な立地環境を形成するため、
建築物等の用途制限、容積率、建ぺい率の最高限度、高さの最
高限度及び形態又は意匠の制限を定める。なお、最低敷地面積
は500㎡とする。 

 
 
 
 
 
 
地 
 
区 
 
整 
 
備 
 
計 
 
画 
 
 
 
 
 

 
地区施設の配置及び規模
        

 
 

緑地 １箇所 面積 約0.1ha 
 
 
 
 
建
築
物
に
関
す
る
事
項 
 
 
 
 
 
 

 
地区の
区分 

 
地区の名称 

 
物流施設地区 

 
地区の面積 

 
約 2.0 ha 

 
 
 
 
建築物等の用途の制
限 
 
 
 
 
 

  
次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 
１ トラックターミナル、その他貨物の積卸しのための施設 
２ 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽（流通業務市街地の整備に 
関する法律施行令第２条第１項で定める危険物の保管の用に
供するもので、流通業務市街地の整備に関する法律施行令第
２条２項で定めるものを除く。）又は貯木場 

３ 上屋又は荷さばき場 
４ 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業 
又は卸売業の用に供する事務所又は店舗 

５ 前各号の建築物に附属し、用途上不可分のもの 
 
建築物の容積率の最
高限度 

 
 

１５０／１００ 

⑥三穂田町川田一丁目地区計画（立地ポテンシャル活用型）
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地 
 
区 
 
整 
 
備 
 
計 
 
画 
 
 
 

 
 
 
建 
築
物
に
関
す
る
事
項 
 
 
 
 

 
建築物の建ぺい率の
最高限度 

 
 

６０／１００ 
 
建築物の敷地面積の
最低限度 

 
 

５００㎡ 
 
建築物等の高さの最
高限度 

 
 

２０ｍ 
 
 
建築物等の形態又は
意匠の制限 
 
 
 

 
１ 屋根、外壁の色彩は原色を避け、落ち着いた色とし、 
周囲との調和に配慮する。 

２ 工作物は、周囲から違和感や圧迫感のある大きさとしな 
い。 
３ 屋外広告物は周辺の景観に配慮したものとする。 
 

 
 「区域及び地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 
 
理由 
「郡山市市街化調整区域地区計画運用指針」に基づき、郡山南 IC や主要地方道郡山長沼線等
の既存ストックの有効活用及び地域経済の発展を図る観点から、三穂田町川田一丁目地区周
辺の自然環境に配慮した流通業務施設の立地の誘導を図るため、地区計画を決定しようとす
るものである。 
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建築物等の用途の制限

地区施設（緑地）

緑地(一箇所)　面積A＝約0.1ha

物流施設地区

A＝約2.0ha

凡　           　例

地　区　計　画　区　域

A=約2.1ha

地　区　整　備　計　画　区　域

A=約2.1ha
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⑦大槻町中ノ平地区計画（立地ポテンシャル活用型）
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郡山市市街化調整区域の地区計画ガイドブック 
              

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目 23番７号 

Tel 024-924-2321 Fax024-938-2720 

E-mail  tosiseisaku@city.koriyama.lg.jp 

ウェブサイト https://www.city.koriyama.lg.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tosiseisaku@city.koriyama.lg.jp

